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第 5 章(全国調査 A: 組織調査) 主に児童相談所と市区町村における子どもの

性被害相談対応件数と計上方法、対応経験のある性被害事例内容について 

 本章では、潜在化する性被害の実態、特に児童相談所と市区町村で対応される事例において統計
未計上となっている被害実数を把握することを目的とした全国調査の実施結果を報告する。なお、
主たる目的である未計上事例数の推定については、詳細な解析が必要となるため第 7章にその結果
を記載することとし、本章では全国調査(調査票A: 組織対象調査)で得られた項目の基礎集計結果
のみを報告する。 
 
5.1 目的 
 児童相談所および市区町村福祉関連部門で対応される事例に潜在する子どもの家庭内性被害につ
いて、その実態の端緒となる情報を把握するため、組織調査を実施(補足資料 調査票Aを参照)。
調査の主たる目的は、現状の年次統計では把握されていない子どもの性被害の認知状況と年次統計
の計上方法を明らかにし、統計計上段階で未計上となっていた子どもの家庭内性被害の件数規模に
ついて示唆を得ることである。その前提として、本章では調査で得られた各設問の基礎集計結果を
報告する。 
 
5.2 方法 
5.2.1 調査概要 
全国児童相談所 215 箇所および市区町村福祉部門(要保護児童対策地域協議会設置箇所)1894 箇
所を対象とした全国調査を実施した。2020 年度において児童相談所は全国に 220 箇所の設置があ
るが、本調査では 2019 年度の相談対応件数等についての項目が含まれたため、2019 年度に設置
のあった 215 箇所を調査の対象とした。市区町村福祉部門については、調査事業主体による独自の
調査によって把握された機関を対象としている。 
調査票は 2つのパートに分かれており、(1)組織単位で回答を求める組織調査(調査票A 補足資

料参照)と、(2)事例単位で回答を求める事例調査(調査票 B 補足資料参照)で構成された。調査票B
の事例調査に関する結果は、第 6章に単純集計結果を掲載し、個別トピックからの詳細な分析結果
は第 9章以降に記載する。 
 調査回答者は所属機関の長とし、所属機関の長が任命した担当者(複数名も可能)に回答を委任す
ることができる形式を採用した(以下、回答者とする)。調査協力を依頼しない対象機関の要件とし
て、(1)調査期間の前後に災害の被災があった地域や感染症対策下で回答が困難となる組織、(2)そ
の他業務多忙等の理由により回答が困難な組織の 2点を定め、これらに該当する組織に対しては、
依頼状の冒頭で回答不要の旨を案内した。 
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 調査形式は、原則Webアンケートフォームを介するオンラインアンケート形式をとったが、メ
ール返送形式、郵送法での回答収集も受け付けた。調査回答の受付期間は、郵送による調査依頼開
始から約一ヶ月を確保して 2020 年 11 月 19日から 2020 年 12 月 18 日までを回答依頼期間とし
た。期限後の回答については、2021 年 1月 12日まで猶予期間を設けた。すなわち、調査実施年
月は 2020 年 11 月から 2021 年 1月と表記される。 
 
5.2.2 調査における子どもの家庭内性被害の定義と疑いの水準について 
本調査では、下記の 3つのいずれかが子どもに発生していることが疑われる場合に、その確証の
有無を問わず、被害を受けた子どもの視点からそれらを「子どもの家庭内性被害(疑いを含む)」と
定義した。 
 

【本事業における子どもの家庭内性被害】 
(1)保護者・監護者による子どもへの性的行為・性暴力(児童虐待防止法での性的虐待) 
(2)保護者・監護者以外のきょうだいや同居親族等が子どもに対して行った性的行為・性暴力(ネ
グレクト等の種別に分類されるもの)  
(3)家族や親族以外の家庭内・外の人物からの被害であっても監護責任者の子どもへの保護責任が
伴うような性暴力被害(ネグレクト等の種別に分類されるもの)  

 
 なお、本調査における性被害には、『子ども虐待対応の手引き』等に記載された性的虐待に含ま
れる接触性・非接触性の性的行為、およびその強要・教唆に加えて、児童ポルノ等の性的搾取(犯
罪要件に依らない)や、オンライン性被害なども含まれた。すなわち、本調査では、その加害主体
が誰であるかに拘わらず、「家庭内で発生した子どもの性被害」および「監護責任者の保護責任が
伴う子どもの性被害」の全てを、「子どもの家庭内性被害」と呼称し、その「疑い」の範囲を含め
て問題意識の対象とした。 
 また、本調査では、子どもの性被害の「疑い」に関して、その水準を以下の 3つに分けて呼称し
た。単純に「疑い」と記載した場合は、下記の、性被害が【強く疑われる】と【懸念される】の両
方が「疑い」の範囲に含まれていることとした。 
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【本事業における子どもの家庭内性暴力被害に関する確証の水準】 
【確証がある】 

被害確認面接等により被害事実が明確な場合、または、子どもからの告白、周囲の目撃、子ども
自身が映るポルノ映像等の物的証拠がある、加害者が加害行為を認めるなど、支援者の視点から
客観的に性被害の事実が明らかであると判断される場合 

【強く疑われる】 
上記「確証」を得るには至らないものの、(1)被害に関する部分的な開示やほのめかしがある場
合、(2)何らかの性被害を疑わせる発言がある場合、(3)性被害が強く疑われるような問題行動(子
どもの年齢からして明らかに不相応な性的問題行動がある等)などから、子どもの性被害が「強
く」疑われる場合 

【懸念される】 
上記「確証」や「強い疑い」の水準には無いものの、(1)何らかの性被害が発生している可能性が
懸念される発言・相談がある、(2)性被害の発生予防上指導しなければならない状態をうかがわせ
る情報がある、(3)子どもに性被害が疑われる問題行動があるなどから、関係する支援者が子ども
の家庭内性被害への懸念を抱いており、懸念を有しつつ性被害の可能性を排除できていない場合 
 
5.2.3 組織調査(調査票 A) の設問構成 
 組織調査の設問は、回答組織の基本情報、性被害に対する統計計上方法、未報告事例の件数等を
中心とする内容で構成した。具体的には、(設問A01)管轄地域の児童人口規模、(設問A02; 設問
A03)厚生労働省による年次統計(福祉行政報告例)に計上した 2019 年度の各種虐待相談対応件数、
(設問A04)子どもの家庭外における性被害件数、(設問A05)2019 年度の事例で確認された「特殊な
家庭内性被害」の件数、(設問A06)2020 年 10 月度における子どもの家庭内性被害の受理・途中発
覚件数、(設問A07; 設問 A08)通告受理後に発覚した子どもの家庭内性被害の計上方法、(設問
A09)子どもの性被害全般に関するアセスメント・調査実施状況、(設問A10)性的虐待以外の虐待事
例に対する性被害調査の実施状況、(設問A11)新型コロナウイルスの流行と子どもの性被害に関す
る件数増減に関する設問、(設問A12)これまでに対応経験のある子どもの家庭内性被害のパターン
に関する自由記述設問、これら 12の設問を組み込んだ。 
なお、一事例ごとに資料・記録等を振り返らなければ回答が困難な件数等への配慮・対処とし
て、途中発覚事例や確証水準別での被害認知事例については、調査期間直前となる 2020 年 10 月
中の情報を取得した。また、「過去に経験した性被害のパターン」については、自由記述での回答
を依頼したが、その際、個人の特定に関わる情報の記載を排除するため、加害者属性(実父等)、家
族関係(支配的関係等)、被害児童特徴(おとなしい性格、中学生等)、被害内容(直接接触事例)、開示
または発見の契機など、記載事項を 5つの要素に分けて構造化した。また、記載を依頼するパター
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ンは上限を 3つまでにとどめるものとした。当該自由記述項目以外の項目は、件数に係る数値入力
か、単一・複数選択式の方法で回答を求めた。実際に使用された調査票は巻末の補足資料に掲載す
る。 

 

5.2.4 調査手続き 
 【調査依頼手続き】全国の対象機関に対して (a)依頼状、(b)研究説明文書、(c)回答フォームへの
アクセスURLと機関別に無作為化されたログイン ID・パスワードが記載された紙面、(d)Web フ
ォームの調査画面内容(調査票)が印刷された紙面、(e)同意書、(f)同意撤回書、(g)メール回答・郵送
回答の手続き案内書面、これらの 7点を機関長宛に郵送した。  
 【回答方法】調査への回答に際して、回答者には、インターネットに接続可能な PCから書面(c)
に記載されたURLへとアクセスしてもらった。そして、回答者はアンケート回答情報を入力し、
「回答を送信する」ことにより、調査への回答を完了した。このとき、調査Webフォームで回答
の一時保存は随時可能であり、複数の回答者が分担して入力することも可能な仕様になっていた。
また、回答送信後であっても、調査期間内は回答内容を修正・変更することができた。 
 なお、昨今の感染症状況を踏まえ、回答方式はWebフォームを介した回答方式を推奨・案内す
るものの、メール添付による返送、郵送による提出も受け付けるものとした。メール返送による回
答手続きは、書面(d)「Webフォームの調査画面内容が印刷された紙面」を pdf 化し、書面(c)に記
載された研究者指定のパスワードをかけた上で、研究者が開設した研究機関の専用メールアドレス
へと添付して送信した。郵送の場合は、印刷された調査票に回答を記入したのちに、研究者所属機
関(産業技術総合研究所 研究代表者宛)に郵送を依頼した。 
 回答者は、Webアンケートフォームからの回答、メール、郵送方式の 3つの中から、最も負担
の少ない回答方法を選択することができた。 
【同意手続き・同意撤回手続き】Webアンケートフォームによる回答の場合は、アンケートフォ
ームの 1ページ目に記載された研究説明および留意事項(書面 bと同一内容)を確認した上、2ペー
ジ目に記載された同意事項(書面 eと同一内容)を確認の上、「同意する」の項目にチェックを得る
ことで、回答者からの同意を得た。当該同意手続きは、Webフォーム 3ページ目以降に記載され
た調査項目への回答前に行われた。これに付け加えて、研究目的や内容、調査項目等は、ログイン
手続きを始める以前から、郵送された各種書面であらかじめ案内され、参加協力者はそれを調査手
続きに先行して確認することができた。同意撤回の手続きは、研究説明文書に記載された連絡先
(研究代表者: 髙岡昂太)への連絡または、同意撤回書(書面 f)に必要事項を記載の上研究者宛に書面
を郵送することで開始され、同意撤回書面を研究代表者が受け取ることで正式に受理するものとし
た。 
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メール返送または郵送による回答の場合、同意手続きは同意書(書面 e)を記入の上、回答調査票
と同様の手続きで研究者宛に提出するものとした。 

 
5.2.5 集計・統計解析 
 組織調査の実施目的は、現状の年次統計では把握されていない子どもの性被害の認知状況と現在
の年次統計計上方法を明らかにし、子どもの家庭内性被害に関する「年次統計への未計上件数」の
推定を行うことであった。当該目的は、既存の計上方法では捉えられていない被害事例が一定数以
上存在することを示し、当該未計上事例が発生することとなる既存の計上方法の問題点を指摘・改
善方法の提案を行うことにより達成される。本章では、組織調査の各設問の回答結果に関する基礎
集計を行うことで、未計上事例の発生背景となる子どもの家庭内性被害の計上方法等について概観
する。 
5.2.6 回収率(例数)の事前想定 
本研究代表者が昨年度に実施した、Webアンケートのみを回答手段とする同規模・同組織対象
の調査では(厚生労働省, 2020a)、児童相談所の回答率が 60.0%(129 箇所)、市区町村の回答率が
24.8%(470 箇所)となった。本研究では、昨年度のWebアンケート形式のみの回答に制限せず、メ
ール・郵送による回答も受け付けることから、上記程度の回答率が期待できるものと想定した。調
査で得られたデータに対して、本事業では統計的検定の利用は計画しなかった。したがって、事前
の例数設計は実施しなかった。 
 
5.3 結果 
5.3.1 回収率 
 研究・調査への参加にかかる同意のない回答・同意撤回のあった回答を除き、総計 616 の組織か
らの回答が得られた。児童相談所からの回答は対象 215 箇所のうち 124 箇所となり、回収率は
57.7%となった。また、市区町村福祉部門からの回答は 1894 箇所のうち 492 箇所となり、回収率
は 26.0%となった。 
回答方法別では、合計 616 箇所からの回答のうち、郵送回答が 212 箇所(34.4%)、メール回答が
26件(4.2%)となった。その他 378 箇所(61.4%)はWebフォームからの回答となった。 
 
5.3.2 項目の基礎集計結果 
5.3.2.1 回答組織の管轄(児童)人口 
 調査票設問A01にて提示された、回答組織の管轄児童人口に関する回答結果を表 5.1 および図
5.1 に示す。このとき、児童人口を常時把握していない市区町村等への配慮として、児童人口の計
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上に困難がある場合は 19歳以下の人口を求めた。その結果が含まれていることに留意されたい。
管轄児童人口の少ない郡部から大規模都市までが回答に含まれていることが読み取られる。 
 

表 5.1 回答組織の管轄児童人口 
2019 年度の管轄地域における入手可能な最新の児童人口 

ただし、児童人口の計上に困難がある場合は 19歳以下の人口が報告されている 

 
 

 
図 5.1 回答組織の管轄児童人口 

2019 年度の管轄地域における入手可能な最新の児童人口 
ただし、児童人口の計上に困難がある場合は 19歳以下の人口が報告されている 

 
5.3.2.2 回答組織における 2019 年度の児童虐待相談対応件数 
 続いて、設問A02にて回答の得られた 2019 年度の性的虐待以外の虐待相談対応件数(福祉行政
報告例に報告した件数)について、件数情報を表 5.2 および図 5.2 に示す。 
 
 
 
 
 

回答者区分 回答数 ⽋損数 有効回答数 最⼩値 中央値 平均値 最⼤値
児童相談所 124 4 120 7352 87769 108371.4 916709
市区町村 492 21 471 0 6955 18645.8 604675
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表 5.2 回答組織における 2019 年度の虐待相談対応件数 
2019 年度分の福祉行政報告例(年次統計)に計上した虐待相談対応件数 

 
 

 
図 5.2 回答組織における 2019 年度の虐待相談対応件数 

2019 年度分の福祉行政報告例(年次統計)に計上した虐待相談対応件数 
 
5.3.2.3 回答組織における 2019 年度の「子どもの家庭内性被害」の相談対応件数 
 次に、性的虐待、およびネグレクト等の他種別に含まれた子どもの家庭内性被害に関する 2019
年度の相談対応件数(福祉行政報告例に計上した件数)に関する情報を表 5.3 および図 5.3 に示す。 
 
 
 
 
 

回答者区分 虐待種別 回答数 ⽋損数 有効回答数 最⼩値 中央値 平均値 最⼤値
児童相談所 ネグレクト 124 1 123 0 94 160.9 894
児童相談所 ⼼理的虐待 124 1 123 2 313 544.7 4157
児童相談所 ⼼理的虐待の内、DV・⾯前暴⼒ 124 14 110 1 167.5 283.2 1649
児童相談所 ⾝体的虐待 124 1 123 8 150 226.6 1523
市区町村 ネグレクト 492 10 482 0 8 28.4 555
市区町村 ⼼理的虐待 492 10 482 0 14 45.9 547
市区町村 ⼼理的虐待の内、DV・⾯前暴⼒ 492 83 409 0 5 20.3 796
市区町村 ⾝体的虐待 492 6 486 0 10 31.3 579
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表 5.3 回答組織における 2019 年度の家庭内性被害相談対応件数 
2019 年度分の福祉行政報告例(年次統計)に計上した虐待相談対応件数 

 
 

 

図 5.3 回答組織における 2019 年度の家庭内性被害相談対応件数 
2019 年度分の福祉行政報告例(年次統計)に計上した虐待相談対応件数 

 
ここで、回答の得られた組織の情報(標本)が、全国の虐待相談対応状況(母集団)を偏りなく反映し
ているか否かについて、その参考指標の一つとして、「2019 年度の福祉行政報告例全体計上件数
に占める、回答の結果得られた報告件数の割合」を算出した。なお、2021 年 2月現在、全国市区
町村における虐待相談対応件数は未公表のため、児童相談所(速報値)のみの情報を使用する。 
調査における回答のあった全虐待種別(設問A02およびA03から計上)の合計件数は、115,903
件となり、令和元年度速報値の 193,780 件の 59.81%となった。なお、調査票Aに回答のあった
児童相談所数は 124 箇所であり、回収率は 57.7%である。報告された相談対応件数の全体に占め
る割合がおよそ回答率に準じていることから、回答の得られた組織が全体の傾向を代表しうるであ
ることを部分的に担保する結果が得られた。また、性的虐待に関する事例の復元率も同程度の結果
を示している。以下の表に示す。 
 

回答者区分 計上種別性被害 回答数 ⽋損数 有効回答数 最⼩値 中央値 平均値 最⼤値

児童相談所 性的虐待 124 1 123 0 6 10.1 88

児童相談所 他種別に含まれた性被害 124 18 106 0 1 2.7 24

市区町村 性的虐待 492 6 486 0 0 0.8 26

市区町村 他種別に含まれた性被害 492 18 474 0 0 0.2 8
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評価対象 
調査回答数 
報告数 

基準値(分母) 回収率・復元率 

組織調査(調査票A) 124 箇所 215 箇所 57.7% 
2019 年度 福祉行政報告例 

「性的虐待」で報告したとする件数総計 
1240 件 

2077 件 
(速報値) 

59.7% 

2019 年度 福祉行政報告例 
性的虐待 + ネグレクト(性的虐待) 

1524 件 
(解析時点不
明) 

(解析時点不明) 

 
 
5.3.2.4 回答組織における 2019 年度の「子どもの家庭外における性問題・性被害」の相談
対応件数 
 続いて、設問A04にて報告された家庭外性被害の相談対応件数(把握・計上されている範囲)に関
する回答結果を表 5.4 および図 5.4 に示す。児童相談所および市区町村のいずれにおいても、その
件数は少ないものの、相談対応例があることが示されている。 
 
表 5.4 回答組織における 2019 年度の「子どもの家庭外における性問題・性被害」相談対応件数 

2019 年度分の福祉行政報告例(年次統計)に計上した虐待相談対応件数 

 
 

 
図 5.4 回答組織における 2019 年度の「子どもの家庭外における性問題・性被害」相談対応件数 

2019 年度分の福祉行政報告例(年次統計)に計上した虐待相談対応件数 

回答者区分 回答数 ⽋損数 有効回答数 最⼩値 中央値 平均値 最⼤値
児童相談所 124 20 104 0 1 3.6 27
市区町村 492 26 466 0 0 0.1 4
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5.3.2.5 回答組織における 2019 年度の特殊な家庭内性被害の認知件数(報告されたもの)と特
殊な家庭内性被害の経験内容(自由記述情報) 
 設問 A05 にて回答を収集した「特殊な家庭内性被害の認知件数」と、その事例概要に関する回
答結果を整理する。まず、本事業調査設問選択肢として提示した 3つの特殊な性被害事例、すなわ
ち「自ら性的なライブチャット等を配信する」。「自ら SNSや特定個人に性的描写を公開す
る」、「保護者親族の関与する性的搾取・児童ポルノ」に関する該当報告状況を表 5.5.1 および図
5.5.2 に示す。児童相談所および市区町村においても、当該性的問題が取り扱われている例が示さ
れた。 
 

表 5.5.1 回答組織における 2019 年度の特殊な家庭内性被害の認知件数 

 
 

 

図 5.5.1 回答組織における 2019 年度の特殊な家庭内性被害の認知件数 
 
 続いて、上記の範囲に含まれない特殊な家庭内性被害事例について、自由記述による回答を求め
た結果を表 5.5.2 に示す。事例の特定可能性に配慮し、具体年齢が記載された箇所は学齢区分等に
置き換え、対応結果が特殊と思われる例は該当箇所を削除している。なお、調査定義上想定された

回答者区分 特殊な家庭内性被害 回答数 ⽋損数 有効回答数 最⼩値 中央値 平均値 最⼤値

児童相談所 ⾃ら性的なライブチャット等 124 26 98 0 0 0 3

児童相談所 ⾃らSNSや特定個⼈に性的描写の公開 124 26 98 0 0 0.4 7

児童相談所 保護者親族の関与する性的搾取・児童ポルノ 124 25 99 0 0 0.1 6

市区町村 ⾃ら性的なライブチャット等 492 28 464 0 0 0 1

市区町村 ⾃らSNSや特定個⼈に性的描写の公開 492 29 463 0 0 0 2

市区町村 保護者親族の関与する性的搾取・児童ポルノ 492 28 464 0 0 0 6
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「家庭内性被害」の範囲に十分相当し、「特殊」とは本事業の定義上は想定されない例について
も、報告内容の恣意的な選抜を避けるために掲載している。 
 

表 5.5.2 組織で対応経験のある特殊な家庭内性被害事例(自由記述) 
記載された報告(全 57 件)のうち「特になし」や重複する内容を一部除外。 

具体年齢が記載されていた場合は学齢区分等に修正し、対応結果が特殊と思われる例は特定可能性を排除するため記載箇所を削除している 
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 上記の自由記述回答を作成した作成者(回答者)情報を表 5.5.3 および図 5.5.3 に示す。 
 

表 5.5.3 特殊な家庭内性被害経験例の回答作成者情報 

 
 

 
図 5.5.3 特殊な家庭内性被害経験例の回答作成者情報 

 
5.3.2.6 2020 年 10 月 1 日から 10 月 31 日までの「子どもの家庭内性被害」相談対応件数
(新規受理事例、途中発覚事例、疑いの水準別) 
 続いて、2020 年 10 月 1日から 10月 31日までの 1ヶ月間における「子どもの家庭内性被害」
相談対応件数に関する情報を表 5.6 および図 5.6 に示す。なお、本設問の設置意図を含めた詳細は
第 7章に整理する。 

回答者区分 回答者経験 該当数
児童相談所 10件以上の担当経験がある 5
児童相談所 5件から10件程度の担当経験がある 7
児童相談所 1件から5件程度の担当経験がある 3
児童相談所 担当経験はない、0件 0
市区町村 10件以上の担当経験がある 1
市区町村 5件から10件程度の担当経験がある 4
市区町村 1件から5件程度の担当経験がある 28
市区町村 担当経験はない、0件 23
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2020 年 10 月の月あたりの家庭内性被害の新規受理および途中発覚等の被害把握件数について
は、「0件」とする報告が児童相談所および市区町村において多いものの、中には 10件を超える
回答も得られる結果となった。 
 

表 5.6 2020 年 10 月 1日から 10月 31日までの子どもの家庭内性被害相談対応件数 
確証の水準・発覚のタイミング別 

 
 

 
図 5.6 2020 年 10 月 1日から 10月 31日までの子どもの家庭内性被害相談対応件数 

確証の水準・発覚のタイミング別 
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5.3.2.7 回答組織における通告受理後に発覚した子どもの家庭内性被害の計上方法(計上方
式) 
 他種別での相談対応経過中等に途中発覚のあった性被害事例の計情方法に関する回答結果(設問
A07)について、その該当報告状況を図 5.7 に示す。児童相談所については、「在宅支援中の場合」
「一時保護中の場合」「施設・里親等措置後」のそれぞれについて、被害の確証水準別で計上手法
を尋ねている。また、市町村の場合は「在宅支援中の場合」のみの回答依頼であったため、当該状
況での途中発覚における計上方法のみを示す。集計の結果、児童相談所および市区町村で、ともに
計上方法にばらつきがあることが示された。また、確証の水準が落ちるほど「性的虐待等で再受
理」への該当報告率が低下し、「受理種別で計上するのみ」と報告する傾向が見受けられた。被害
の確証水準にかかわらず全て「性的虐待等で再受理」とする組織や、全て「受理段階の種別のみ」
の計上記録であることを報告する組織などが見受けられる結果となった。 

 
図 5.7 回答組織種別 通告受理以降に発覚した家庭内性被害の計上方法(計上方式) 

市区町村「在宅支援中」のみが回答対象となっている 
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5.3.2.8 回答組織における通告受理後に発覚した子どもの家庭内性被害の計上方法(計上の統
一性) 
 続いて、他種別での受理後に性被害が途中発覚した事例の計上方式について、特に統一性に関す
る回答報告結果(設問A08)を表 5.8 および図 5.8 に示す。その結果、事例内容や担当者・課、被害
発覚の時点で計上方法が異なる場合があることが示された。 
 

表 5.8 回答組織における通告受理後に発覚した子どもの家庭内性被害の計上方法(統一性) 

 
 

 

図 5.8 回答組織における通告受理後に発覚した子どもの家庭内性被害の計上方法(統一性) 
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5.3.2.9 子どもの性被害に対するアセスメント・調査の実施内容 
 性被害が懸念された場合に実施しているアセスメント・調査等の実施内容に関する回答結果(設
問A09)を表 5.9 および図 5.9 に示す。組織によって、被害懸念時の調査実施内容に差異があるこ
とが見受けられる。 
 

表 5.9 子どもの性被害が懸念された場合に実施する調査等 

 
 

 
図 5.9 子どもの性被害が懸念された場合に実施する調査等 
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なお、「その他」に含まれた自由記述回答(全 86件、児童相談所 3件、市区町村 83件)には、児
童相談所の場合、「児童ポルノや SNSについての調査は初期情報の内容によって行う」、「三者
共同面接を実施」、「被害を前提とした心理教育を実施する」の補足的内容が報告された。他方、
市区町村における「その他」の記載内容については、「性被害の対応経験が無い」という回答を除
いた全てが「児童相談所に通告・送致する・指示を仰ぐ・対応協議する」という内容であった。 
 
5.3.2.10 性的虐待以外の虐待事例に対する性被害調査の実施状況 
 性的虐待以外の事例に対する性被害関連調査の実施状況に関する設問(A10)への回答結果を表
5.10 および図 5.10 に示す。性被害の懸念情報がある場合に関連調査を実施すると報告する例が多
い一方で、性的虐待通告の場合のみ関連調査を実施するという報告例も見られた。 
 

表 5.10 性被害に関する調査の実施対象事例 

 

 
図 5.10 性被害に関する調査の実施対象事例 
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5.3.2.11 新型コロナウイルスの流行と子どもの家庭内性被害に関する試行設問 
 設問 A11 では、新型コロナウイルスの流行に関連して、2020 年 6月頃の(一度目の)緊急事態宣
言の解除時期から調査回答時点までにおける、子どもの家庭内性被害の相談対応件数についての変
化に関して回答を求めた。具体的な数値に基づく回答ではなく、回答者の主観評価を含む内容であ
ることに留意されたい。結果を表 5.11 および図 5.11 に示す。児童相談所においては、「増減感じ
られない」との回答が最も多い一方で、減少を報告する組織はなく、統計上あきらかな増加や増加
を懸念する報告が一定数の組織で認められた。他方、市区町村については、児童相談所と同じく
「増減感じられない」との回答報告が多く、増加傾向を懸念する向きもある一方で、「減少を感じ
る」、「統計上明らかに減少、懸念なし」と報告する組織も一部で認められる結果となった。 
 

表 5.11 新型コロナウイルスの流行に係る子どもの家庭内性被害の増減に関して 

 
 

 
図 5.11 新型コロナウイルスの流行に係る子どもの家庭内性被害の増減に関して 
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5.3.2.12 回答組織において経験のあった子どもの家庭内性被害の被害発生パターン(自由記
述情報) 
 最後に、設問A12では、回答組織でこれまで対応した経験のある家庭内性被害のパターンに関
する自由記述を求めた。記述方式は構造化されており、「加害者像」、「家族関係・養育環境」、
「被害児童」、「被害内容」、「開示・発見の契機」、「備考」の 6区分を設け、一組織あたり最
大 3件の被害例を記載することができた。なお、自由記述に際して、調査票では各区分の記載例を
1例のみ例示している(詳細は巻末資料の調査票Aを参照)。 
 自由記述内容の整理に先立って、回答者の属性を表 5.12 および図 5.12 に整理する。 
 

表 5.12 経験のある子どもの家庭内性被害のパターン 記入者情報 

 
 

 
図 5.12 経験のある子どもの家庭内性被害のパターン 記入者情報 
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 続いて、自由記述回答の結果得られた、各組織における家庭内性被害の経験例を表 5.13 に示
す。全回答で 283 例が報告され、児童相談所からの報告例は 175 件、市区町村からは 108 件の記
入が得られている。なお、明らかな誤字・脱字は執筆者により修正を実施した。また、特定可能性
を排除するため、記載された人物(被害児童等)の具体年齢は年齢区分に変換し、具体的処遇や罪刑
に関する記述が認められた場合には記載箇所のみを削除している。さらに、特定の職業名や職種、
外国籍等で具体的な国名が記載された箇所は「外国籍」等に変換。多子世帯等の構成が具体的に記
載されている場合は、きょうだいの年齢帯等と「多子世帯」の記述のみに変換している。その他は
原文のままを維持している。 
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表 5.13-1 回答組織で対応経験のある子どもの家庭内性被害パターン(自由記述) 
明らかな誤字・脱字は執筆者により修正。特定可能性を排除するため、記載された人物(被害児童等)の具体年齢は年齢区分に変換、具体
的処遇や罪刑に関する記述は削除している。また、職業や職種、外国籍の場合国名が記載された箇所は「外国籍」等に変換。多子世帯
等の構成が具体的に記載されている場合は、きょうだいの年齢帯等と「多子世帯」の記述のみに変換している。その他は原文のまま。 
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表 5.13-2 回答組織で対応経験のある子どもの家庭内性被害パターン(自由記述) 
明らかな誤字・脱字は執筆者により修正。特定可能性を排除するため、記載された人物(被害児童等)の具体年齢は年齢区分に変換、具体
的処遇や罪刑に関する記述は削除している。また、職業や職種、外国籍の場合国名が記載された箇所は「外国籍」等に変換。多子世帯
等の構成が具体的に記載されている場合は、きょうだいの年齢帯等と「多子世帯」の記述のみに変換している。その他は原文のまま。 
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表 5.13-3 回答組織で対応経験のある子どもの家庭内性被害パターン(自由記述) 
明らかな誤字・脱字は執筆者により修正。特定可能性を排除するため、記載された人物(被害児童等)の具体年齢は年齢区分に変換、具体
的処遇や罪刑に関する記述は削除している。また、職業や職種、外国籍の場合国名が記載された箇所は「外国籍」等に変換。多子世帯
等の構成が具体的に記載されている場合は、きょうだいの年齢帯等と「多子世帯」の記述のみに変換している。その他は原文のまま。 
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表 5.13-4 回答組織で対応経験のある子どもの家庭内性被害パターン(自由記述) 
明らかな誤字・脱字は執筆者により修正。特定可能性を排除するため、記載された人物(被害児童等)の具体年齢は年齢区分に変換、具体
的処遇や罪刑に関する記述は削除している。また、職業や職種、外国籍の場合国名が記載された箇所は「外国籍」等に変換。多子世帯
等の構成が具体的に記載されている場合は、きょうだいの年齢帯等と「多子世帯」の記述のみに変換している。その他は原文のまま。 
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表 5.13-5 回答組織で対応経験のある子どもの家庭内性被害パターン(自由記述) 
明らかな誤字・脱字は執筆者により修正。特定可能性を排除するため、記載された人物(被害児童等)の具体年齢は年齢区分に変換、具体
的処遇や罪刑に関する記述は削除している。また、職業や職種、外国籍の場合国名が記載された箇所は「外国籍」等に変換。多子世帯
等の構成が具体的に記載されている場合は、きょうだいの年齢帯等と「多子世帯」の記述のみに変換している。その他は原文のまま。 
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表 5.13-6 回答組織で対応経験のある子どもの家庭内性被害パターン(自由記述) 
明らかな誤字・脱字は執筆者により修正。特定可能性を排除するため、記載された人物(被害児童等)の具体年齢は年齢区分に変換、具体
的処遇や罪刑に関する記述は削除している。また、職業や職種、外国籍の場合国名が記載された箇所は「外国籍」等に変換。多子世帯
等の構成が具体的に記載されている場合は、きょうだいの年齢帯等と「多子世帯」の記述のみに変換している。その他は原文のまま。 
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表 5.13-7 回答組織で対応経験のある子どもの家庭内性被害パターン(自由記述) 
明らかな誤字・脱字は執筆者により修正。特定可能性を排除するため、記載された人物(被害児童等)の具体年齢は年齢区分に変換、具体
的処遇や罪刑に関する記述は削除している。また、職業や職種、外国籍の場合国名が記載された箇所は「外国籍」等に変換。多子世帯
等の構成が具体的に記載されている場合は、きょうだいの年齢帯等と「多子世帯」の記述のみに変換している。その他は原文のまま。 
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表 5.13-8 回答組織で対応経験のある子どもの家庭内性被害パターン(自由記述) 
明らかな誤字・脱字は執筆者により修正。特定可能性を排除するため、記載された人物(被害児童等)の具体年齢は年齢区分に変換、具体
的処遇や罪刑に関する記述は削除している。また、職業や職種、外国籍の場合国名が記載された箇所は「外国籍」等に変換。多子世帯
等の構成が具体的に記載されている場合は、きょうだいの年齢帯等と「多子世帯」の記述のみに変換している。その他は原文のまま。 
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表 5.13-9 回答組織で対応経験のある子どもの家庭内性被害パターン(自由記述) 
明らかな誤字・脱字は執筆者により修正。特定可能性を排除するため、記載された人物(被害児童等)の具体年齢は年齢区分に変換、具体
的処遇や罪刑に関する記述は削除している。また、職業や職種、外国籍の場合国名が記載された箇所は「外国籍」等に変換。多子世帯
等の構成が具体的に記載されている場合は、きょうだいの年齢帯等と「多子世帯」の記述のみに変換している。その他は原文のまま。 
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表 5.13-10 回答組織で対応経験のある子どもの家庭内性被害パターン(自由記述) 
明らかな誤字・脱字は執筆者により修正。特定可能性を排除するため、記載された人物(被害児童等)の具体年齢は年齢区分に変換、具体
的処遇や罪刑に関する記述は削除している。また、職業や職種、外国籍の場合国名が記載された箇所は「外国籍」等に変換。多子世帯
等の構成が具体的に記載されている場合は、きょうだいの年齢帯等と「多子世帯」の記述のみに変換している。その他は原文のまま。 
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表 5.13-11 回答組織で対応経験のある子どもの家庭内性被害パターン(自由記述) 
明らかな誤字・脱字は執筆者により修正。特定可能性を排除するため、記載された人物(被害児童等)の具体年齢は年齢区分に変換、具体
的処遇や罪刑に関する記述は削除している。また、職業や職種、外国籍の場合国名が記載された箇所は「外国籍」等に変換。多子世帯
等の構成が具体的に記載されている場合は、きょうだいの年齢帯等と「多子世帯」の記述のみに変換している。その他は原文のまま。 

 

�±Ĺs ²ïűoYżľĒ� Ŋ±vĨ Ŋ±z³ ĝŌYůģ"¡ā qĸ

°Đ�×Õ>XGWZV^x�Ă

÷5ß	1��ùď�Čð�ô�

ŉč�

�	
��(�� ���3���)
��Đ�v��Ŧ2Ü��ĐíĤć

�Đ�v�ƈcó/�! 0�º´

ò,wĊò!Đ�ÓĂ"|đ���

ûv!ÓĞňÌŉč�

ùº¬¢v�

pľÝ�ev,p

ľ�&èæŉ� 

�ÕĴĞ^®¯�

����
ñ´"

òŋ! 1���

�0�II!Ŀ5

=U=U�21�

9RB9RB��

pľ�!Ř���

��ňÌĝŎ"ĝ

ĩ�

�CXCX5�!w2/

21���ŀz·Į�v

"��ŲŇ5}�O@

AZMZ?SX�ŋ!�

�m5ő1ī

v�pľÝ�uē!Ř�

��

ēÍƉ�öĽűĬÿŖ�ê

Ë�Ħ;VE!\Łũſ

à�½Āſſà"œţ�

0�

ķĐ�¸¬þ`¬Å"òć�{

ª�ƀþòć��Ś�ÓňÌ5�

�����ůģ�ć#�]Ç��

Ŝ���ć#żĐ!+Ŝ1.�

Œ���żĐ#Ɓ�Ī���

¸¬þ`¬Åò�ć�{ª�²ì

ĭ�ć#żĐ�/ēĉş5+/�ē

ĉ�

¸¬`¬Å�/ƀ

¬Åò"Ŋ±5ƀ

þò!ć!ůģ�

Ń!ä5w2/21�Ŀ

5ő/21�
»5ő/

21�

ûv�ƀþē! 0ć��

Ś"ų�
Đ�6!ľ��

+/���0����Ò4

 �"Ƃ��Œ42�ƃż

Đ�Ƅn5�����ġ/

 ���!��ć!żĐ�

/���ÓŊ±5Ř���

ƇÅ�!#¤!ÓĞňÌ"

z³5Ř������

°ĐƃƊƆfÍ�Ƅ�ô�Ó�¥

!�	�«�+/!Ţmô��ûv
ƃú¨Ƅ!#ÓĞňÌ+ŉ���

ć���c �Đƃ Ƅ�#ƇƋĄŵ2
��1�ć�	ŨŶ�da"Ū�ī�
v/5�¼"°Đ!Ÿ�1�+��

#°Đ�Ĉ(0!ü1ī"ēĉ�û

v���À��´����

ùº¬v �ä5w2/21�

v�ć!Ųũ"Ě)5ŕ	

�Ŗ�¸vĦ�Á�/¿!

ňÌť��

v"[òpŝÍ�ŵª��

ć#Ņħēĉ5ğä�y�

lwÝ�

t çūĞűo]�ĝē ƀþē¢v Ób

ũĉ�Ź�!]łũ"ń/

)5ĝŌ�2ÿý5�1�

£©�ĝŎ���

t çūĞűo]�ĝē ùº¬¢v Ó�5ő1�ő/�1� áÊpľ�!Ġř���

żĐ
Æv

¢v�¶Ş
Ób5Ō�1ÓĞňÌ

¶Şv�żĐ.0ÓĞňÌ

5����1.� ĝŒ5

����
0�pľ��ť

�

°Đ

ņ�ûk�ŉ���

°Đ#�¼�1²ï"Ř!ĺ5r�

 �
`¬ē¢v

Ó�5Ō�1�ÓĞĝŒ

5�1�Ţm5ő1
ûv�żŝéś!Ġř ēĉpŝ�ı_Â

żĐ

ûv�Æ¹"ŷ.0[Ĵ!wĊ�

��1

ûv#�żĐ!wĊ5â��21�

ô2��Ž��1�*�żĐ#ûv

"Œ���5Ļ����

`¬ē¢v
[Ĵ!wĊ���1ò!

Ųũ,Ŀ5ő/2�

ûv�éś!Ř�����

ĝŎ

ûv�ĮĥÞÃ�įÝãƃŅ
Ůę@N<GTQƄ

°Đ °Đ�¦�ûv�É"�c�ēĉ ¸¬ē¢v
m5ő/21����1

ë1�ô�5��1

ûv�ái�,0�05�

1ŦİHZG"z³�/ĝ

Ŏ

żĐ `¬ē¢v Ŀ5ő/21 vĨĠřÝ

������4��� ¸¬ē¢v Óbċ éľ§�j

�Đ

ÎtÉ

Đ«²È

ćíŏÛ!�¼òĝē
`¬ē¢v

Óbċ

Ţm,Ó�5ő1ƅő/

21

vĨĠřÝ

żĐ
çūĞűo]�ĝē

°«�"-���Ű¾�
ùº¬¢v ĲĐ�Ó�55Ō�1 pľÝ"ļ��Ļ���

°ć#żĐ�"űoĳã5

ŭō

ćíĤĐ

$�0ŏ

ćƌġĞŴ±

Ĥć�/ć&"ÐđĞŢmĞô�

¸¬ē¢v 8BVGJF:5Ō�1
vĨ"ÓĞ Œ�5Ļ��

ć�Ġř��

ÚľąƃŢmĞYÓĞYÐđĞň

Ì!.0Ævø�/�3�/ć«

µYvĨżŝîŔwÝ5Ķ0Ť�

���Ƅ!.1ă6�ÖÕ,Ó×

Ŏ5ã�ƅda`g�#Ä!ŻŬ

����ŬĜ"Ô�ĖĐt

Æ��3�/[Ĵ!ľ��t¤�#

 ���+�0ƅŊ±vĨ�ĖĐt

�"ÓĞ �ĕĵ5đŐ��� 

������ƅ~mž"ĠÞ�ćí

�ć��1�Œ�%/� �ĖĐt

"ÓĞ ×Ŏ�ă6��1��!.

0ĝē

ƀþē¢vƃěľ

ÞÃÝãƄ

å�ƅ[Ĵ!
ź�YÀ

�!w1ī�ť�ò#w

Ċ"h5š	1õÔ a

Ø�Š��1�"ŕ	

�����Ģŗ#Ï/2

 ����ŧ�ć"ġc

ĔÓ!@;ZG!Þ5w

2/2��"ŕ	+�

0�

Ŋ±vĨ"�c"ć!.1

ť�

Ŋ±vĨ"°Đ#ĖĐt�

"�¼Í!ĘĆ�Ŋ±a°

5ġ1ć#�±Ĺ!.1ô

��Ď���Ŋ±vĨ#ć

!.1ôŒYô�"'�

!ƅć"ġc/�"Ż)j

!+Ŧ2(4�2ƅġc!

.1Ó�±+ÙÑ�2��

@EDLK7PUZ"ķĐ çūĞűo]�ĝē `¬ē¢v ÓĞňÌ"ė� Ņ/"ŕ	

�



 178 

表 5.13-12 回答組織で対応経験のある子どもの家庭内性被害パターン(自由記述) 
明らかな誤字・脱字は執筆者により修正。特定可能性を排除するため、記載された人物(被害児童等)の具体年齢は年齢区分に変換、具体
的処遇や罪刑に関する記述は削除している。また、職業や職種、外国籍の場合国名が記載された箇所は「外国籍」等に変換。多子世帯
等の構成が具体的に記載されている場合は、きょうだいの年齢帯等と「多子世帯」の記述のみに変換している。その他は原文のまま。 
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表 5.13-13 回答組織で対応経験のある子どもの家庭内性被害パターン(自由記述) 
明らかな誤字・脱字は執筆者により修正。特定可能性を排除するため、記載された人物(被害児童等)の具体年齢は年齢区分に変換、具体
的処遇や罪刑に関する記述は削除している。また、職業や職種、外国籍の場合国名が記載された箇所は「外国籍」等に変換。多子世帯
等の構成が具体的に記載されている場合は、きょうだいの年齢帯等と「多子世帯」の記述のみに変換している。その他は原文のまま。 
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表 5.13-14 回答組織で対応経験のある子どもの家庭内性被害パターン(自由記述) 
明らかな誤字・脱字は執筆者により修正。特定可能性を排除するため、記載された人物(被害児童等)の具体年齢は年齢区分に変換、具体
的処遇や罪刑に関する記述は削除している。また、職業や職種、外国籍の場合国名が記載された箇所は「外国籍」等に変換。多子世帯
等の構成が具体的に記載されている場合は、きょうだいの年齢帯等と「多子世帯」の記述のみに変換している。その他は原文のまま。 
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表 5.13-15 回答組織で対応経験のある子どもの家庭内性被害パターン(自由記述) 
明らかな誤字・脱字は執筆者により修正。特定可能性を排除するため、記載された人物(被害児童等)の具体年齢は年齢区分に変換、具体
的処遇や罪刑に関する記述は削除している。また、職業や職種、外国籍の場合国名が記載された箇所は「外国籍」等に変換。多子世帯
等の構成が具体的に記載されている場合は、きょうだいの年齢帯等と「多子世帯」の記述のみに変換している。その他は原文のまま。 
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表 5.13-15 回答組織で対応経験のある子どもの家庭内性被害パターン(自由記述) 
明らかな誤字・脱字は執筆者により修正。特定可能性を排除するため、記載された人物(被害児童等)の具体年齢は年齢区分に変換、具体
的処遇や罪刑に関する記述は削除している。また、職業や職種、外国籍の場合国名が記載された箇所は「外国籍」等に変換。多子世帯
等の構成が具体的に記載されている場合は、きょうだいの年齢帯等と「多子世帯」の記述のみに変換している。その他は原文のまま。 
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表 5.13-16 回答組織で対応経験のある子どもの家庭内性被害パターン(自由記述) 
明らかな誤字・脱字は執筆者により修正。特定可能性を排除するため、記載された人物(被害児童等)の具体年齢は年齢区分に変換、具体
的処遇や罪刑に関する記述は削除している。また、職業や職種、外国籍の場合国名が記載された箇所は「外国籍」等に変換。多子世帯
等の構成が具体的に記載されている場合は、きょうだいの年齢帯等と「多子世帯」の記述のみに変換している。その他は原文のまま。 
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表 5.13-17 回答組織で対応経験のある子どもの家庭内性被害パターン(自由記述) 
明らかな誤字・脱字は執筆者により修正。特定可能性を排除するため、記載された人物(被害児童等)の具体年齢は年齢区分に変換、具体
的処遇や罪刑に関する記述は削除している。また、職業や職種、外国籍の場合国名が記載された箇所は「外国籍」等に変換。多子世帯
等の構成が具体的に記載されている場合は、きょうだいの年齢帯等と「多子世帯」の記述のみに変換している。その他は原文のまま。 

 

m�ú` �Äı\FĻüà� ą�bñ ą�g� èćFİî��Ô _ù

ïÝ Þ	��	ķ� èá N�á�b
ĸ'w�26�Ë�J�

*·0c-,

ÁÀ}�;G9�Čġ��

èĈ

�×'�×���	���

&�ķ�*Å¥é�ă/-

���ăÜ�����%�

�×����~ĺ´Ĕ	�

�

g� ×��© N�á�b
ý0Ċ*-�+�JþĬ

0��*-,
Ïb	ĕ�ø�Ð¶

�(�
�)	���
��×ĉ�V��×ĉ g

ö���yę

×�ãuĪ
×	��&0¸�Ģ&���,ċn

	�,
N�á�b ê�k�¯éăn0�, ��&	�Ñ�ëĒ

�Ý�*�×#�Él	�,
�×	K��Ç�èá��×	�Ý

�Ù´��	�-SĲ&õ��
ļÑá�b ¯�¯Q0W�¯éĂ« ą�bñ�*ĥ|

ĻÝ
×ĉ�h�ë·�

� ĻÝ����
N�á�b

cÛÇF��Ç�=A1

>G97GE0Ċ,FĊ

*�,���¯éÉl�

Ïb	N�Ñ�ĻĖÂē�

Đ��¡	ĥ|�

ą�ªÇ ×ĉ�ą�P�

0V��&�+�/��H

Ç]Ė¬×ĉ Ĵ��,�

�Ý

Ýĉ rĞěT�ĨÎFĮÌUÈ�

µ���,�

�� ×ĉ�Ïb���

��á�b

cÛÇF��Ç�=A1

>G97GE0Ċ,�

w�260�,�

Ïb	��Ñ�ºT�Đ

��¡	ĥ|�

×ĉ�ą�P�0V��&

Ýĉ��0�!��Ĵ�

�´{ O���

ĻÝ
×ĉ�h�ë·�

� ĻÝ����
N�á�b ��&#�¯Q

ĻÝ�ħ¿Ľbñ?B;�

Ê�Ę�êé�¶½�)

,ľ

×ĉ�K�Ç�èá N�á�b uR�ëĒ�ĕ�#ĥ|
×ĉ í����	ıL�

�

Ā��ic+���,�×�°R
×��$�M¤ ��ÑX�¦ã

b�Í���b

bñ�Ķk��¯é�ă

Ü�ã¯�*bñ�¯é

�èċ

bñ	���Ñ�èċ��

g��èć�-��bñ ¯
é��� đĔ����

��

ĩs�¯m�'��Ö��,ĻÝ Áĭéı\J�èá N�á�b ¯�¯Q0W�¯éĂ«
�×�*ëĒ�+�ĥ|v

ß

ą�P�0í,�× �Ļ

Ý�[��ÁĭJ��,

×�<G9:Gt"��
(��

�
Áĭéı\J ��á�b	�ė ¯�0w�c-, ×	bñëĒ¶�ëĒ

�Ý�Ól�), Áĭéı\J N�á�b	�ė
Jì�I�*ýFJpĞ

�Ċ-,
×F
(����*ëĒ

�Ý�),ĩ¨�62E58=
Ý�ı\ ²���	� ăÜ0»

ô
��k�b	�ė Jì�·0c-, ×�*ëĒ

�ÝĿÉlé�Áĭé Ý�*×#����+ ��á�b

�	,Ïb�cÛ��ÿ

Ĭ0ĝ�¾�Ċ,¯éĂ

«

Ïb�~ĺăn0v��Ķ

Ē0č�����Ñ�*�

ĥ|

ÝÃïÝĿĄné�ÞÕF¯Õ�

4E9DGBKx
đíç�å��+ ��á�b

�ėb�=A1>G9

7GE0Ċ,Fā%,�

Jì�N�·0c-,�

��¯éĂ«

Ïb�* Č�ëĒ0v�

�×	Ć�qû}��|

��èĈ

�×�<G9:GĿRÞ`KÆ
3CG@GØĚ�×Ãï×�*Ĵ-

×��áÚ0�%��.���
§b��b

��¯ăÜ0Ħ³��,

)��ăn0÷+ģ�

Ïb�Ò�0K��®��

]ü��*Ć�qû}#ĥ

|

×�<G9:G Áĭéı\J�èá ��á�b 26�¹
ì

Ïb	^Ĺ�
,R�ëĒ

�,

×�<G9:G KÆ N�á�b�z
��	/��ăÜĽfY

é�g� KÆľ

×	<G9:G0��*Ĥ

�i��óp¦¬�Ïb	

N�Ñ�Â£�ëĒ

äÝaFdeQĥÔı0Zâ�


���*��íéĳ�	�,�

äÝa ×Ãï×����*-��

��× òðæ±FĠ¨íéĳ��

+�

N�á�b�Āį

çFĠ¨íéĳ�

	�,�

¢��c��
�� ą�bñ	×�Đ���

× ą�P�0ĕ��Ď�

�	ď¼Koj�KĜĎ�

īĵ��%ğ��,�



 185 

表 5.13-18 回答組織で対応経験のある子どもの家庭内性被害パターン(自由記述) 
明らかな誤字・脱字は執筆者により修正。特定可能性を排除するため、記載された人物(被害児童等)の具体年齢は年齢区分に変換、具体
的処遇や罪刑に関する記述は削除している。また、職業や職種、外国籍の場合国名が記載された箇所は「外国籍」等に変換。多子世帯
等の構成が具体的に記載されている場合は、きょうだいの年齢帯等と「多子世帯」の記述のみに変換している。その他は原文のまま。 
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表 5.13-19 回答組織で対応経験のある子どもの家庭内性被害パターン(自由記述) 
明らかな誤字・脱字は執筆者により修正。特定可能性を排除するため、記載された人物(被害児童等)の具体年齢は年齢区分に変換、具体
的処遇や罪刑に関する記述は削除している。また、職業や職種、外国籍の場合国名が記載された箇所は「外国籍」等に変換。多子世帯
等の構成が具体的に記載されている場合は、きょうだいの年齢帯等と「多子世帯」の記述のみに変換している。その他は原文のまま。 
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表 5.13-20 回答組織で対応経験のある子どもの家庭内性被害パターン(自由記述) 
明らかな誤字・脱字は執筆者により修正。特定可能性を排除するため、記載された人物(被害児童等)の具体年齢は年齢区分に変換、具体
的処遇や罪刑に関する記述は削除している。また、職業や職種、外国籍の場合国名が記載された箇所は「外国籍」等に変換。多子世帯
等の構成が具体的に記載されている場合は、きょうだいの年齢帯等と「多子世帯」の記述のみに変換している。その他は原文のまま。 
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表 5.13-21 回答組織で対応経験のある子どもの家庭内性被害パターン(自由記述) 
明らかな誤字・脱字は執筆者により修正。特定可能性を排除するため、記載された人物(被害児童等)の具体年齢は年齢区分に変換、具体
的処遇や罪刑に関する記述は削除している。また、職業や職種、外国籍の場合国名が記載された箇所は「外国籍」等に変換。多子世帯
等の構成が具体的に記載されている場合は、きょうだいの年齢帯等と「多子世帯」の記述のみに変換している。その他は原文のまま。 
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表 5.13-22 回答組織で対応経験のある子どもの家庭内性被害パターン(自由記述) 
明らかな誤字・脱字は執筆者により修正。特定可能性を排除するため、記載された人物(被害児童等)の具体年齢は年齢区分に変換、具体
的処遇や罪刑に関する記述は削除している。また、職業や職種、外国籍の場合国名が記載された箇所は「外国籍」等に変換。多子世帯
等の構成が具体的に記載されている場合は、きょうだいの年齢帯等と「多子世帯」の記述のみに変換している。その他は原文のまま。 

 
 
5.4 考察 
 本章では、児童相談所と市区町村を対象とした組織調査を実施し、子どもの家庭内性被害に関す
る対応状況や事例の計上方法、経験のある被害例などに関する情報を組織単位で収集し、その基礎
集計を実施した。 
 
5.4.1 回収率と回答組織の基礎情報について 
 児童相談所からの回答は対象 215 箇所のうち 124 箇所となり、回収率は 57.7%となった。ま
た、市区町村福祉部門からの回答は 1894 箇所のうち 492 箇所となり、回収率は 26.0%となった。 
2019 年度の福祉行政報告例に計上したとする事例件数は、児童相談所で総計 115,903 件となり、
令和元年度速報値の 193,780 件の 59.81%となった。回収率と報告事例数の復元率がおよそ同水準
にあることから、調査に回答協力の得られた組織が、全国の状況を代表しうるものであることが、
(一つの側面からとなるが)部分的に担保されたものと考えられる。ただし、市区町村に関しては、
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当該検証は事業期間内に叶わなかった(2019 年度福祉行政報告例の総件数が報告書執筆時点では公
開されていなかったため)。また、児童相談所における 2019 年度の性的虐待の相談対応件数(速報
値)は 2,077 件となっている(厚生労働省, 2020f)。本事業調査への回答協力が得られた児童相談所
における 2019 年度の性的虐待相談対応件数の総計は 1,240 件となり、速報値の 59.7%を復元した
結果となった。同様に、全国の児童相談所の性的虐待に関する対応状況について、当該調査で得ら
れた情報が代表性を持ちうることが部分的・一側面から担保された。また、未回答組織に偏在する
情報が存在する可能性はもちろん否めない。状況に応じて考慮の範囲に含める必要があるだろう。
それと同時に、少なくとも児童相談所の半数程度と市区町村の 2割程度の組織の実態については、
本事業調査で言及可能な範囲にあることも了解されたい。 
 
5.4.2 性被害の対応件数に関する組織間の差異について 
 子どもの家庭内性被害の年次(2019 年度)・月次(2020 年 10 月)の相談対応件数については、児童
相談所および市区町村の組織間、あるいは各組織区分内において、組織間での差異が認められた。
具体的には、年間数十件の相談対応のある組織や、年間を通じて相談対応計上数が 0件となってい
る組織まで幅が認められた。身体的虐待や心理的虐待、ネグレクトの他の虐待種別と比べて単一の
組織で対応される例数が少ないことも含め、組織単位での経験値に差異があることが伺われる結果
となった。組織横断的な実践知識の共有や、年度変化によって入れ替わる担当職員等への知見の引
き継ぎなどがより求められる領域であると考えられる。 
 
5.4.3 性被害の途中発覚と計上方法について 
 月次(2020 年 10 月)の報告にも示されたとおり、子どもの家庭内性被害は他種別の相談対応経過
中に途中発覚することが定量的に確認された。当該途中発覚事例についての計上方法は、組織や被
害の確証水準、発覚のタイミングによって組織間で異なっていることが確認された。特に被害の確
証がある場合を例にとると、子どもの家庭内性被害が発覚したタイミングで改めて受理を取り直す
(再受理)手続きが児童相談所および市区町村で最も多いものの、「最初の受理種別のままで計上報
告」されている場合や、最初の受理種別に加えて性被害の随伴を記録する場合など、異なる計上方
式を採用する組織も見受けられた。被害の確証性は事例によって異なり、性被害の有無を客観的に
判断することが難しい例も含まれることから、明確な基準を定めることは容易ではないと考えられ
る。しかしその一方で、少なくとも被害の確証が得られた場合の途中発覚事例の計上方法について
は、実態をより正確に把握し共有する上で、組織間で統一する必要があるものと考えられる(ただ
し、どのような計上方式にて統一するべきかについては、本事業の言及範疇を超えるため明示しな
いものとする)。なお、子ども虐待対応に係る児童相談所の件数計上の不統一は従来から指摘され
ている問題となっている(山本他, 2017)。計上方法の統一にあたっては、各組織の情報管理体制の



 191 

違いや、導入されている情報管理システム仕様の差異、「被害の確証がある事例」と「被害が疑わ
れる水準の事例」の判別や計上に係る扱い方の難しさなど、様々な課題があるものと考えられる。
単一の事例に対して複数種別の相談課題がある場合や、同一家庭に複数の児童が所属し、それぞれ
に被害内容が異なる場合など、計上に係る扱い方の整理も単純ではないだろう。また、子どもの家
庭内性被害が途中発覚する事例の最初の相談種別は、養護相談(虐待)だけではない。被害を受けた
子どもに随伴する問題や障害等も様々である(第 6章参照)。児童相談所と市区町村が連携し、共同
管理する事例等の計上方法なども含め、年次統計の計上方法は、本邦全体の状況を見据えた上で、
検討してゆく必要があると言える。 
  
5.4.4 対応経験のある子どもの家庭内性被害のパターンについて 
 組織調査では、これまでに回答の得られた組織で対応された経験のある子どもの家庭内性被害事
例の概要を構造化された自由記述形式で収集した。その結果、283 例の被害例が得られ、そこには
多種多様な被害の発生パターンが認められた。 
加害者については、実父や実父以外の父(離婚後も含む)、実母や母の内縁者、きょうだい、その
他親族、きょうだいの内縁者、家庭に出入りする外部者など、様々な続柄の報告が認められた。加
害者が単一の場合もあれば、父と兄からの加害や、父とその他親族からの加害など、複数名に及ぶ
例も含まれている。また、加害者像にも様々な様相が報告され、暴力的・支配的と形容される場合
や、「外から見ると明るい」「温厚で子育てにも協力的」と形容される場合も認められた。その他
にも、知的側面に言及がある例や、飲酒時の態度、認知症の随伴などが認められる例も報告されて
いる。 
 家族関係や養育環境については、加害者が家族内での力関係で権威的・支配的立場にあると形容
されるものや、父母間に経済的・情緒的・生活条件に関わる依存関係がある例、逆転的に加害者が
疎外対象となっている例、家族全体が知的な課題を抱えている例や、母親等が精神疾患などを抱え
ている家庭、特定の児童のみ優遇または差別的扱いを受けている例、あるいはネグレクト環境や、
多子世帯で養育の目が行き届かないと形容される例、父子家庭・母子家庭その他の家族形態、性的
境界が曖昧、居住環境が過度に狭い、経済的困窮など、多種多様な様相が報告されている。 
  被害児童については、乳幼児から高校生以上の年齢帯に及ぶまで範囲は広く、女児のみでなく男
児の被害例も報告されている。同一世帯内での被害児童が複数名に及ぶ例も複数認められた。被害
児童に随伴する問題や障害として、性非行や自傷行為、自殺企図、不登校や他児への攻撃行動、知
的障害や発達障害などを報告する例も認められた。 
 被害内容についても、性器性交、口腔性交、肛門性交など、身体的侵襲性の高い被害例から、身
体への接触、過度なボディータッチと形容される身体接触被害例、あるいは、児童ポルノの被写体
とする、盗撮、着替えを覗く、性交や性的行為を見せられる・目撃する、アダルトビデオなどを見
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せられる、(不適切に)一緒に入浴しようとするなどの多様な内容が報告されている。未就学児童に
対する性器への侵入行為や、妊娠を伴う例なども含まれている。性的被害以外にも、重度の身体的
虐待が伴う事例や、ネグレクトなども報告されている。 
 開示や発覚の経緯については、本人からの相談・通告によって発覚した例や、被害を知った母親
や親族、友人・被害児童の恋人等が関係機関に通告したもの、教員、スクールカウンセラー、スク
ールソーシャルワーカーや医療機関、警察等が被害を疑ったり、聞き取ったりする背景から通告に
つながった例なども認められた。中には、公然での加害行為を目撃した一般市民からの通報・通告
例も認められた。被害を疑った契機についても記載例があり、性器周辺の掻痒感や痛みの訴え、腹
部のふくらみへの気づきから妊娠と被害が発覚した、被害を疑わせるメモが発見された、教員等と
の連絡ノートでの開示、別件での聞き取りや警察捜査からの発覚、ポルノ映像等の物証を親族が発
見したこと、一時保護所職員や施設職員の聞き取り、(きょうだい例においては)加害児童からの開
示・相談、子どもの年齢不相応な性的行動などが報告される結果となっている。 
 その他にも、秘密の強要を加害者から受けていたと報告する例や、DV等により非加害親族が無
力化されている例、家族親族等の黙認があった例、あるいは親族が被害に全く気づいていなかった
という例、加害者や親族が被害事実や子どもの発言を認めないことを補足報告する例が認められ
た。 
 「子どもの家庭内性被害」には、加害者や家庭環境、被害児童や被害内容等の主たる観点のみか
らであっても「様々」と形容されうる事例が含まれていた。関係機関だけにとどまらず、広く社会
全体で被害の発生防止や早期発見への取り組みを進めていく上では、第一に、支援者を含めた社会
全体が、誤解や偏った視点に依らず、可能な限り精確に当該問題を知る必要があるだろう。そのた
めに、まずは問題の多様さを受け入れること、「被害の様相を一口に語ることはできない」という
態度を持つことが重要であると指摘されうる。今後、より精確な知見を蓄積してゆく上では、様々
な被害に共通する要素を検討することも重要な研究課題となる一方で、個別に細分化したパターン
について詳細な検討を加え、より専門的・詳細な知見を体系的に整理し、組み上げてゆくことも重
要な作業になると考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 


